
                      

 
 

 
 

令和８年１月 28 日 

総務部 県民生活課 

 

 

 

 

 

県では、令和８年４月１日施行の改正道路交通法により、自転車の一定の交通違反に対して

交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）が導入されることを踏まえ、自転車利用者一人一人が

交通ルールを正しく理解し、安全に運転できるよう周知を図るため、一般社団法人日本損害保

険協会関東支部新潟損保会様とともに、「青切符」の対象となる交通違反例や、万一の交通事故

に備えた自転車保険加入の必要性について、啓発するチラシ・ポスターを共同で制作いたしま

した。 

このたび、一般社団法人日本損害保険協会関東支部新潟損保会会長から、これら啓発チラシ

及びポスターを県へ寄贈いただくこととなり、下記のとおり贈呈式を行いますので、お知らせ

いたします。 

 

記 

１ 日 時  

令和８年２月４日（水）午後３時 30 分から 

２ 会 場  

県庁 14 階 1401 会議室 

３ 出席者 

【贈呈者】 

一般社団法人日本損害保険協会関東支部新潟損保会会長 大鳥居
おおとりい

 徹
とおる

 様 

【受領者】 

新潟県総務部県民生活課長 澤田 紀子 

 

【一般社団法人日本損害保険協会様について】 

交通安全や防災・防犯等の幅広い分野で県と連携・協力し、地域の安全安心に係るさまざま

な取組を実施しています。 

【啓発チラシ・ポスターについて】 

新潟県内の各警察署や市町村などを中心に配布を行うとともに、各種啓発イベントや広報活

動を通じて活用を図ります。 

 

 

新潟県報道資料 

自転車の交通反則通告制度（青切符）の周知に向けた、

啓発チラシ・ポスターの贈呈式を行います 

本件についてのお問い合わせ先 

県民生活課交通安全対策室〔担当〕金塚 
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